
明和町立地適正化計画  

事前周知期間と公表日後の届出について 

５月 

６月 

７月 

 

５月１日～ 

５月 31日 

 

公表日前であるため、

届出は不要です。 

６月１日～ 

６月 3０日 

 

工事着工の場合 

６月 1日～ 

６月 3０日 

 

公表日後であるため、着工前

の速やかな届出が必要です。 

公表日（６月１日） 

時

間

の

流

れ 

７月１日～ 

工事着工の 30日前までに届出が必要です。 

事前周知開始（５月１日） 

５月１日～ 

５月 31日 

 

工事着工の場合 


